
■障害者権利条約とは
　2006年12月、国連総会で、「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」
（略称）が採択されました。障害者権利条約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保
し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規
定した、障害者に関する初めての国際条約で、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・
雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、様々な分野における取組を締約国に
対して求めています。  

■条約の主な内容
　障害者権利条約では、障害に基づくあらゆる差別を禁止しています。この「差別」とは、
障害者であることを理由とする直接的な差別だけでなく、例えば過度の負担ではないにも
かかわらず、段差がある場所に仮設式スロープを提供しないなど、障害者の権利の確保の
ために必要で適当な調整等を行わないという「合理的配慮の否定」も含まれるということ
が示されています。また、障害者が他の人と平等に、自立した生活を送れるための地域社
会への包容について定めています。

■“私たちのことを、私たち抜きに決めないで”
　条約の起草に関する交渉は、政府のみで行うのが通例ですが、この条約の起草会合では、
障害当事者の間で使われているスローガン「“Nothing About Us Without Us”（私たちの
ことを、私たち抜きに決めないで）」にも表れているとおり、障害者団体も同席し、発言
する機会が設けられました。日本からも延べ200名ほどの障害者団体の関係者が交渉の行
われた国連本部（ニューヨーク）に足を運び、委員会を傍聴しました。

2014年1月、我が国は障害者権利条約を批准しました
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　日本の政府代表団には、障害当事者が
顧問として参加し、日本は積極的に交渉
に関与しました。2002年から８回にわた
る起草会合を経て、2006年12月13日、障
害者権利条約が国連総会で採択されまし
た。
　日本はその翌年、2007年９月28日、同
条約に署名しました。2008年５月３日に
は、同条約は、正式に発効しました。

■“締結の前に、国内法の整備を”
　日本国内では、条約の締結に先立ち、国内法の整備をはじめとする諸改革を進めるべき
との障害当事者等の意見も踏まえ、政府は2009年12月、内閣総理大臣を本部長、全閣僚を
メンバーとする「障がい者制度改革推進本部」を設立し、集中的に国内法制度改革を進め
ていくこととしました。これを受け、障害者基本法の改正（2011年８月）、障害者総合支
援法の成立（2012年６月）、障害者差別解消法の成立および障害者雇用促進法の改正（2013
年6月）など、様々な法制度整備が行われました。このように、条約の締結に先だって諸
制度を充実させたことについては、国内外から評価する声が聞かれています。

■日本の障害者権利条約締結
　これらの法整備等により一通りの国内
の障害者制度の充実がなされたことから、
2013年10月、国会での条約締結に向けた
議論が始まり、2013年11月19日の衆議院
本会議、12月4日の参議院本会議において、
全会一致で障害者権利条約の締結が承認
されました。これを受けて2014年１月20
日、日本は障害者権利条約の批准書を国
連に寄託し、日本は141番目の締約国・機
関となりました。2014年３月末現在、米国を除くG８、中国、韓国、EU等、143か国・機
関が、同条約を締結しています。

■条約締結後の取組
　日本がこの条約を締結したことにより、障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化さ
れることが期待されます。例えば、2011年に改正された障害者基本法に基づき設置された
「障害者政策委員会」における障害者基本計画の実施状況の監視を通じ、監視がなされる
ことになります。また、締約国は、国連に設置されている「障害者権利委員会」に条約に
基づく義務の履行等についての報告書を定期的に提出し、その内容について各国の専門家
で構成される同委員会から様々な勧告を受けることになるため、国外からもモニタリング

アドホック委員会の様子

吉川国連代表部大使から
ヴィラルパンド国連条約課長へ手交

14



されることになります。
　国際協力の一層の推進も期待され、例えば、日本政府はこれまで国連アジア太平洋経済
社会委員会（ESCAP）で果たしてきている地域の障害者に関する取組における主導的な
役割を継続していくほか、ODA等を通じて、途上国の障害者の権利向上に貢献していき
ます。
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